
令和２年 7 月１３日  

 

質問に対する回答  

 

キャッシュレス決済を活用した市内の消費喚起及び新しい生活様式への対応実証

業務に係る質問に対し、次のとおり回答します。  

ＮＯ  
該当  

資料名  
頁  該当項目  質問内容  回答内容  

１  

提案書記載項

目等一覧及び

評価項目の配

点  

１  

2-4 継続性  

実証業務中

及び終了後に

おける事業所

（加盟店）手

数料率その他

の費用を示す

こと  

 手数料率および運

用費用につきまして

は、加盟店様の利用

サービス（ＡＳＰ等）

に よ っ て 異 な る た

め、利用サービス単

位でのご提示で問題

が無いでしょうか？  

 加盟店の利用サー

ビス等により手数料

等が異なる場合は、

利用サービス単位等

での提示で問題あり

ません。  

２  

提案書記載項

目等一覧及び

評価項目の配

点  

１  

2-2ＰＲ手法  

ＱＲコード

決済利用者に

対する実証業

務実施に係る

ＰＲ手法を示

すこと  

 本施策実施にあた

り、甲府市役所様に

て広告等のご準備予

定がありますでしょ

うか？  

また、ご準備があ

る場合、コピー等に

より利用者、加盟店

舗への配布は問題無

いでしょうか？  

 事業効果を高める

ため、本市において

もチラシを作成する

とともに、メディア

を活用した広告等を

予定しております。  

チラシ等の使用に

ついては、本市と協

議をいただくことと

なります。  

※質問は、受領した質問書の原文を掲載しています。  
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